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政
府
は
、
令
和
三
年
一
月
七
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
急
速
な
感
染
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
、
全
国
の
十
一
都

府
県
を
実
施
区
域
と
す
る
緊
急
事
態
宣
言
を
発
出
し
た
。
一
方
で
、
茨
城
県
は
、
実
施
区
域
と
な
っ
た
多
く
の
都
府
県
と
同
様

に
首
都
圏
に
位
置
し
て
い
る
も
の
の
政
府
の
緊
急
事
態
宣
言
の
対
象
と
は
さ
れ
ず
、
県
独
自
に
同
年
一
月
十
八
日
、
感
染
拡
大

防
止
と
い
う
同
じ
目
的
で
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
し
、
要
請
内
容
も
政
府
の
緊
急
事
態
宣
言
と
同
様
に
厳
格
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。 

 

し
か
し
、
政
府
の
緊
急
事
態
宣
言
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
営
業
時
間
短
縮
要
請
に
協
力
し
た
茨
城
県
内
の
事

業
者
に
支
給
さ
れ
る
協
力
金
は
日
額
四
万
円
に
と
ど
ま
り
、
政
府
の
緊
急
事
態
宣
言
実
施
区
域
の
日
額
六
万
円
よ
り
も
低
く
、

事
業
者
に
と
っ
て
不
公
平
で
あ
る
。
自
粛
要
請
の
内
容
は
政
府
に
よ
る
も
の
と
同
様
で
あ
り
、
事
業
者
側
か
ら
見
る
と
両
者
は

何
ら
変
わ
り
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
不
尽
な
差
別
を
事
業
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。 

 

ま
た
、
政
府
は
、
緊
急
事
態
宣
言
に
伴
う
飲
食
店
の
時
短
営
業
や
不
要
不
急
の
外
出
・
移
動
の
自
粛
に
よ
り
影
響
を
受
け
、

売
上
が
減
少
し
た
中
堅
・
中
小
事
業
者
に
対
し
、
「
一
時
支
援
金
」
を
給
付
す
る
制
度
を
設
け
た
。
こ
の
制
度
に
関
し
、
県
独

自
の
緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
け
る
事
業
者
（
例
え
ば
運
転
代
行
業
者
、
公
共
施
設
が
休
館
と
な
っ
た
た
め
に
休
講
せ
ざ
る
を
得
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な
く
な
っ
た
ヨ
ガ
等
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
講
座
講
師
で
あ
る
個
人
事
業
主
等
）
か
ら
救
済
対
象
と
な
る
の
か
不
安
だ
と
い
う
懸

念
が
あ
が
っ
て
い
る
。
一
月
二
十
二
日
の
菅
総
理
の
参
議
院
本
会
議
答
弁
で
は
、
「
一
時
支
援
金
」
は
政
府
が
発
出
す
る
緊
急

事
態
宣
言
に
伴
う
影
響
に
よ
り
売
上
が
減
少
す
る
中
小
事
業
者
に
支
給
す
る
こ
と
を
基
本
的
考
え
方
と
し
て
制
度
の
詳
細
を
詰

め
る
、
と
の
こ
と
で
あ
り
、
政
府
発
出
の
緊
急
事
態
宣
言
実
施
区
域
以
外
の
事
業
者
は
対
象
外
と
さ
れ
か
ね
な
い
。 

 

こ
れ
は
茨
城
県
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
し
た
他
の
県
等
の
地
方
自
治
体
で
も
同
様
で
あ

り
、
多
く
の
事
業
者
の
経
営
や
生
活
が
営
業
自
粛
に
よ
り
逼
迫
す
る
中
、
一
刻
も
早
く
、
支
援
に
お
け
る
不
公
平
さ
や
事
業
者

の
不
安
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
国
に
同
じ
感
染
症
が
拡
大
し
て
い
る
状
況
で
は
、
封
じ
込
め
に
努
め
る
こ
と
は
全

国
共
通
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
て
、
宣
言
の
主
体
に
よ
っ
て
事
業
者
支
援
の
内
容
に
地
域
差
を
設
け
る
合
理
的
理
由
は
な
い
と

考
え
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。 

一 

地
方
自
治
体
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
の
影
響
に
よ
り
売
上
が
減
少
し
た
事
業
者
に
対
し
て
も
、
前
述
の
「
一
時
支
援
金
」

の
制
度
は
広
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
か
。 

二 

前
項
に
つ
い
て
、
「
一
時
支
援
金
」
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
、
こ
れ
に
代
わ
る
制
度
を
設
け
て
、
事
業
者
支
援
に
お
け
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る
不
公
平
を
な
く
す
予
定
は
あ
る
か
。
検
討
状
況
も
含
め
て
政
府
見
解
を
伺
う
。 

三 
今
後
将
来
に
お
い
て
発
令
さ
れ
る
緊
急
事
態
宣
言
が
政
府
に
よ
る
も
の
か
地
方
自
治
体
独
自
に
よ
る
も
の
か
を
問
わ
ず
、

緊
急
事
態
宣
言
下
の
要
請
に
応
じ
る
事
業
者
へ
公
平
に
適
用
さ
れ
る
新
た
な
支
援
制
度
を
設
け
る
予
定
は
あ
る
か
。
検
討
状

況
も
含
め
て
政
府
見
解
を
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


